
令和 8 年度 鎌ケ谷市立西部小学校いじめ防止基本方針 
 

  いじめは、児童（生徒）の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長及び

人格の形成に大きな影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさ

せるおそれがあるものである。又、いじめは、どの児童（生徒）に対しても起こりうる

ものであり、決して許されない行為である。いじめ防止等について、全力を挙げて取り

組んでいくために学校いじめ防止基本方針を策定する。 

（いじめ防止対策推進法第１条等より） 
 

１ いじめ防止等に対する基本姿勢 

（１）いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条） 

「いじめ」とは、児童（生徒）に対して、当該児童（生徒）が在籍する学校に在籍 

している等当該児童（生徒）と一定の人的関係にある他の児童（生徒）が行う心理的又

は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であっ

て、当該行為の対象となった児童（生徒）が心身の苦痛を感じているものをいう。 

（２）いじめの防止等のための対策に関する基本理念 

・「いじめをしない、させない、放置しない」学校をつくる。 

・すべての児童が安全に安心して学校生活を送れる学校をつくる。 

・いじめの問題の克服のために、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他 

の関係者と連携して取り組む。 

（３）学校及び学校の教職員の責務 

・児童の保護者、地域住民、関係機関との連携を図り、学校全体でいじめの防止 

及び早期発見に取り組む。 

・いじめの問題への対応は、組織で対応し、適切かつ迅速に対処する。 

・教職員は児童、保護者から相談を受け、いじめの事実があると疑われるときは、 

校内の「いじめ対策会議」への通報など適切な処置をとる。 

（４）児童の責務 

・いじめを行ってはならない。 

・いじめを認識しながら放置してはならない。 

・いじめが、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である 

ことを理解する。 

２ 「学校におけるいじめ防止等に向けた対策のための組織」について 

   本校では、いじめの未然防止、早期発見および対処に努める組織として、「いじめ 

防止対策委員会」を設置する。 

この組織は、いじめの防止・早期発見・対処に当たって、その時の状況に応じて、 

関係の深い教職員や外部専門家等を追加するなどの柔軟な組織とする。 

３ いじめの未然防止 

いじめの未然防止の基本は、すべての児童が安心・安全に学校生活を送ることが 

でき、規律正しい態度で、授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを 

進めていくことである。 

（１）安心・安全な学校生活 

（２）生徒指導の機能を重視した「わかる授業」の展開 

（３）豊かな人間関係づくりと心が通い合うコミュニケーション能力の育成 

（４）いじめに対する正しい知識の指導 

（５）全児童、全職員で考える「みとめあい集会」を年 2 回実施し、違いを理解し、   

他者を認めあう心の育成を図る。 

 

 



４ いじめの早期発見 

  どんな些細なものであっても、真剣に受け止め、速やかに対応する。 

児童が日常的に過ごす学校で休み時間や授業時間に人間関係の観察を行い、心配される

様子があるときは積極的に声かけを行う。 

（１）アンケート調査を実施する。（市一斉･･･年２回、学校独自･･･年３回） 

（２）児童対象の教育相談週間を実施する。（年３回） 

   1 学期：6 月中旬～下旬 2 学期：11 月中旬～下旬 3 学期：2 月中旬～下旬 

（３）個人面談等をとおして、保護者との連携に努める。 

（４）教職員間における情報の共有に努める。※いじめに関する研修会の実施 

（５）「SOS の出し方教育」を 4 月に全校で実施し、助けを求めることができる力を 

育成すると共に、相談しやすい雰囲気づくりに努める。 

【アンケート実施方法】 

隣と机を離す形で行い、周囲の児童から記入用紙が見られないように配慮する。 

   無記名でも構わないことを伝え、実施していく。 

   回収は教員が行い、他の児童が解答用紙に触れないように注意する。 

 

５ いじめの相談・通報について 

いじめについて相談することや通報することの大切さを伝えるとともに、相談できる

場所や関係機関を紹介していく。なお、相談者に対しては学校全体で、「被害者の保

護」、「秘密の厳守」、「全職員での見守り」を十分に配慮し、迅速かつ適切に対応する。 

（１）学校のいじめの相談・通報窓口 

相談箱の設置（保健室前廊下に設置） 

教育相談教諭への相談 

養護教諭への相談 

（２）学校外の相談・通報窓口 

相談場所 連絡先 

鎌ケ谷市青少年センター ０４７－４４５－４３０７ 

鎌ケ谷市適応指導教室（ふれあい談話室） ０４７－４４５－４９５２ 

鎌ケ谷市教育委員会学校教育課指導室 ０４７－４４５－１１４１ 

鎌ケ谷市青少年インターネット目安箱 http://www.city.kamagaya.chiba.jp/kurashi/s

eikatsu/seisyounen/meyasubako.html 

２４時間子供ＳＯＳダイヤル  ０１２０－０－７８３１０(なやみ言おう) 

千葉県子どもと親のサポートセンター ０１２０－４１５－４４６ 

子どもの人権１１０番  ０１２０－００７－１１０ 

千葉県ヤングテレホン ※県警少年相談窓口 ０１２０－７８３－４９７ 

市川児童相談所 ０４７－３７０－１０７７ 

千葉いのちの電話（２４時間３６５日） 

チャイルドライン千葉 

０４７－２２７－３９００ 

０１２０－９９－７７７７ 

 

（３）相談・通報からの流れ 

   

 

 

  

 

 

児童、保護者から訴え（相談）があった場合、 

また、いじめを認知した場合は、 

即日「いじめ対策委員会（緊急会議）」を開催する｡ 

相談・通報 担 任 

いじめ対策委員会（緊急会議） 

学 年 生徒指導主任 

【聞き取り内容】 

○発生日時 ○場所 ○関係児童 ○状況・経緯 等 管理職（校長・教頭） 



６ いじめを認知した場合の対応 

  いじめを認知した教職員は、その時にその場で、いじめを止めるとともに、いじめに 

かかわる関係者に適切な指導を行う。併せて、ただちに学級担任、学年主任、生徒指導

担当（いじめ対策委員会）に連絡し、管理職に報告する。個々の事案に応じて柔軟かつ

適切に対応するとともに、あくまでも組織としての対応をする。 

※いじめを認知した場合は、下記の流れを基本として迅速かつ適切に対応する。 

 

◆いじめの情報のキャッチと一次対応（初期対応）の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

●いじめが疑われる言動を目撃 

●「いじめアンケート」の回答 

結果から発見 

●教育相談等で児童からの相談 

●連絡帳や欠席連絡フォーム等

から気になる言葉を発見 

●養護教諭や同僚教員、スクー

ルカウンセラーからの報告 

●保護者からの訴え、相談 

●当該児童からの訴え、相談 

●周囲の児童からの訴え・報告 

 

情報のキャッチ 

（２）いじめ対策委員会（緊急対策会議）の開催 

 校長・教頭・教務・養護・生徒指導主任・学年主任・担任

等 

（１）管理職（校長・教頭）に第一報を入れる。 

不在の場合は、生徒指導主任に速やかに報告する。 

いじめに係る情報（疑い含む）は必ずいじめ対策委員会に報告 

担任・学年主任 

教頭  校長 

生徒徒指導主任  （組織・招集指示） 

 

（３）事実関係の把握 

①聴き取るべき内容、留意すべきことについて確認する。」 

②事実確認は、被害児童→関係児童（傍観者等）→加害児童

の順で個別に（教師は複数）行う。 

※加害・被害を同じ部屋で待機させない 

③「事実確認」と「指導」は明確に区別する。 

④聴き取った情報（発生日時・場所・内容等）を一元化し 

 「いじめの背景」「子どもの心理」等を含む「いじめの全

体像」を把握する。 

※保護者・児童の意向を確認してからすすめる。 

（４）対応方針の決定 

 ①被害児童の安全を最優先として、緊急度を確認する。 

 ②児童の課題や背景を多角的に捉え、的確なアセスメント 

  （見立て）を行う。 

 ③いつ・誰が・どのように対応する（役割分担）のかを 

決定し、全職員に周知し、迅速に対応する。 

 ④次回会議開催日を決定する。（緊急度に応じて） 

保護者との連携（被害・加害

共） 

①児童が帰宅前に連絡する。 

②事実や経過を正確に伝える。 

③「いじめ対策委員会」で対応

していることを伝える。 

教育委員会との連携 

関係機関との連携 

※一人で判断せず、組織的に対

応する。（疑いであっても） 

※解決に向けて、 

「正確な事実確認」を行う。 

★「いつもと違う」と感じたら 

 報告してください。 

【保護者の思いに寄りそう】 

※「事実の報告」「思いの受容」「理解と協力

の要請」 

※「被害児童・加害児童の未来のために」と

いう目標を共有する 

 

「いじめ」or「いじめでない」は

いじめ対策委員会で判定します。 



７ 家庭・地域・関係機関との連携 

（１） 家庭との連携 

   ① 学校基本方針等について保護者に周知し、理解を得る。また、日頃より情報共有

しやすい環境を築く。 

   ② いじめがあった場合の児童の変化の特徴を保護者に示し、すみやかに学校に相談

するよう啓発する。 

（２） PTA や地域との連携 

 ① 学校基本方針等について地域に周知し、理解を得る。また、情報が入りやすいよ

うに日頃より連携をすすめる。 

（３） 警察との連携 

 ① いじめが暴力行為や恐喝等、犯罪と認められる事案に関しては、早期に所轄の警

察署等に相談し、連携を図る。 

 ② 所轄の警察署との連携を図るため、定期的にまたは必要に応じて、相互協力する

体制を整えておく。 

（４） 関係機関との連携    

連携を必要とする状況 関係機関 

・いじめの発生状況の報告 

・対応方針について相談する 

・児童や保護者対応を相談する 

 

教育委員会 

 

・いじめによる暴行、傷害、恐喝等の刑事事件の発生時 教育委員会 児童相談所 

鎌ケ谷警察(生活安全課) 

・いじめられた児童が外傷や心的外傷を負った場合 医療機関 

・いじめられた児童、いじめた児童の心のケア 児童相談所 

子どもと親のサポートセンター 

８ いじめ問題に対する指導 

（１）いじめを受けた児童へのケアと弾力的な対応(SC、養護教諭を交えた対策会議等の

連携・助言) 

（２）いじめた児童に対する毅然とした対応での指導（状況に応じた SC の指導、助言） 

（３）当該児童の保護者への対応（速やかに家庭訪問を行い、学校で把握した事実を正確

に伝え、具体的な対応策を協議する） 

（４）該当の保護者、家庭との連携、協働 

（５）いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、「傍観者」、「観衆」とならないため

の全児童への指導 

（６）いじめは単に謝罪を持って安易に解消することはできない。 

指導後、安易に「解決した」という認識を持たない。終結の目安は「３ヶ月」。 

   「いじめが継続していない」「心理的苦痛を感じていない」ことを児童、保護者に面

談等で確認後、いじめ対策会議にて現況報告を行い、終結か否かを協議する。 

 

９ 重大事態への対処について 

（１）重大事態について（いじめ防止対策推進法第２８条） 

  ①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた 

疑いがあると認めるとき。 

  ②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀な 

くされている疑いがあると認めるとき。 

   ③いじめにより当該学校に在籍する児童やその保護者から重大事態に至ったという 

申し出があったとき。 



（２）重大事態が発生した際には、その旨を鎌ケ谷市教育委員会に報告し、調査を行う。 

 ※重大事態における調査委員会の設置および専門職員（指導主事、スクールカウン 

セラー、スクールソーシャルワーカー、スクールロイヤーなど）の派遣については

教育委員会が判断する。 

（３）重大事態が発生した際には、国（文部科学省・子ども家庭庁）に調査の報告を行う 

（３）学校独自の組織の招集（緊急会議） 

（４）警察や関係機関との連携 

 

１０ 公表・点検、評価等について 

（１）学校基本方針は、学校のホームページに掲載し、公表する。 

（２）いじめ問題に対しての取り組みを保護者、地域、児童、所属職員等で評価する。 

   課題となる事項については、いじめ対策委員で検討し、改定を行う。 

（３）学校いじめ防止基本方針を年度ごと、または状況に応じて点検し見直しを行う。 

 

１１  いじめ防止対策年間計画 

月 未然防止 早期発見 指導事項（生活目標） 

 ４ ・前年度の「いじめ認知シート」の確認 
・学級開き 
・SOS の出し方教育 
・懇談会での啓発 
・保護者からの情報収集 
 （懇談会・全校保護者会） 

・保護者からの情報収集 
 （懇談会・全校保護者会） 
・１年生を迎える会 

年
間
目
標 

・
思
い
や
り
の
あ
る
言
葉
を
使
う
。（
自
分
の
価
値
観
で
判
断
し
な
い
） 

・
自
分
と
異
な
る
考
え
を
認
め
合
う
。 

・元気なあいさつをしよう 
【挨拶】 

 ５ ・生徒指導に関する研修会①（校内） 
・みとめあい集会 

・５年 宿泊学習 ・相手を見て話を聞こう 
【話の聞き方】 

 ６ ・先生あのね週間 ・６年 修学旅行 
・いじめ調査（市一斉） 
・西部小アンケート 
・先生あのね週間 

・係や当番の仕事に進んで取り組もう 
 【勤労・責任】 

 ７ ・保護者との情報交換（個人面談）  
・１学期のふり返り 
・夏季休業中の生活の指導 

・保護者との情報交換 
 （個人面談） 
・いじめ追跡調査（市一斉） 

・身の回りの整理整頓をしよう 
【勤労・奉仕】 

８    

 ９ ・２学期のめあて 
・夏季休業明け実態把握 
・みとめあい集会 

・各学年 校外学習 ・時間を守って生活をしよう 
【節度・節制】 

１０  ・秋季 大運動会 
 

・自分からあいさつをしよう 
【挨拶】 

１１  ・体力づくり 
・いじめ調査（市一斉） 
・西部小アンケート 
・先生あのね週間 

・病気に負けないじょうぶな体を 
つくろう 

 【健康・体力の向上】 

１２ ・保護者との情報交換（個人面談 ） 
・２学期のふり返り 
・冬季休業中の生活の指導 

・保護者との情報交換 
 （個人面談） 
・いじめ追跡調査 

・進んで自分の意見を伝えよう 
【主体的な態度】 

 １ ・３学期のめあて 
・冬季休業明け実態把握 

 ・気持ちのよいあいさつをしよう 
 【挨拶】 

 ２ ・保護者との情報交換 
 （懇談会） 

・保護者との情報交換（懇談会） 
・西部小アンケート 
・先生あのね週間 

・クラスや友達の良いところを探そう 
 【思いやり・協力】 
 

 ３ ・１年間のふり返り 
・春季休業中の生活の指導 
・次年度への引き継ぎ 

・6 年生ありがとうの会 ・お世話になった感謝の気持ちを 
もって、学校をきれいにしよう 
【感謝】 
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この基本方針は、今後、職員会議等で取組の点検・評価をし、改善及び見直しを図っていくことを付記する。 


